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※希望する地区に○をしてください。複数選択可　

	公民館長として、以下４点のテーマについての考えを具体的に記載すること。 参考資料「今後の公民館のあり方についての指針」
（１） 希望地区の課題について
（２）（１）を踏まえた公民館の役割について
（３） 上記を踏まえ、公民館として住民同士が「つどう」「まなぶ」「むすぶ」「いかす」ための具体的な取り組みについて
（４）（３）の取り組みを行うための工夫やアイデアについて

	






※欄は適宜、拡大してください。Ａ４で２枚以内。


今後の公民館のあり方についての指針　　参考資料


　公民館は、社会教育法に「市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する」と規定されています。（社会教育法第 20 条）
　また、一般的には『公民館は、住民同士が「つどう」「まなぶ」「むすぶ」「いかす」ことを促し、ひとづくりや地域づくりに貢献する役割』があり、その取組みや機能は世界に向けて広く紹介されています。

「つどう」：公民館は、生活のなかで気軽に人々が集うことができる場
「まなぶ」：公民館は、自らの興味関心に基づいて、また社会の要請にこたえるための知識や技術を学ぶための場
「むすぶ」：公民館は、地域のさまざまな機関や団体の間にネットワークを形成
「いかす」：公民館は、つどい学んだ知識や技能を十分に活かすことができる場

　多種多様な公民館の機能の中で、益田市においては次の事項を優先的・重点的に取組み、益田市ならではの公民館づくりをめざしています。

（１）本来公民館が持っている機能を発揮し、住民による住民の為の公民館をめざします。
　本来公民館は、ふるさとの振興機関（つどう・まなぶ・むすぶ・いかす）であり、地域住民に支えられた地域住民の「最前線の拠点」です。
　時代の変化（住民ニーズの多様化）により、地域住民の公民館への期待も変化してきていますが、公民館は地域を支える一員として本来持っていた機能を再認識し、その力を存分に発揮します。
　また、公民館は、地域住民の最前線の拠点として行政の窓口である協働のひとづくり推進課及び連携のまちづくり推進課と連携し、課題解決を図ります。
　その結果、存在感と信頼感をさらに高めた公民館は、地域を支える拠点として住民自治の実現をめざします。

（２）ひとづくり（地域の担い手）機能を最大限に発揮し、持続可能な活動をめざします。
　「益田市ひとづくり協働構想」にもあるように地域自治組織をはじめ様々な団体の持続可能な活動のためには、ひとづくりが欠かせません。ひとづくりは、公民館が本来持っている機能の一つです。そのためにも公民館はひとづくりの拠点として現役世代はもちろん、その世代と次世代をつなぎ、未来の担い手を育成していかなくてはなりません。
　さらに、住民ニーズの多様化により、新たな課題解決に取組む団体等の掘り起こし、育成支援も重要な役割です。
　その際「まなび」の機能をしっかりと活かして活動をつくることが大切です。そのために、公民館活動を通じて、住民同士が「つどう」「まなぶ」「むすぶ」「いかす」という機能を発揮し、未来の担い手育成のために世代間交流を意図的に実施します。
　その結果、公民館は地域内外をとわず、様々なひとをつなぎ、地域を支える拠点となります。

（３）公民館職員の資質向上とともに魅力的な公民館をめざします。
　本来公民館が持っている「つどう」「まなぶ」「むすぶ」「いかす」という機能を十分発揮するためには、職員の高い専門性とスキルが必要となります。
　そのため、公民館職員を対象とした研修会や地域間連携を促進するためにブロック単位での情報交換会等を開催します。さらに社会教育主事の資格取得を奨励するなど、職員の資質向上を支援します。
　その結果、住民との対話を通じて潜在的なニーズを早期に掘り起こし対応することが可能となり、地域を支える拠点となります。


